
 

令和８年度東京都初級パラスポーツ指導員養成講習会 実施要項 

 

１ 目的 

地域におけるパラスポーツの振興の促進に向け、障害者のスポーツ指導の基礎的知識・技術を習得

した人材を都内全域に計画的に配置するため、区市町村スポーツ所管部署職員（公立スポーツ施設職

員及び指定管理者職員等を含む。）、スポーツ推進委員、地域スポーツクラブに所属する者、一般社団

法人東京都レクリエーション協会の加盟団体に所属する者、公益財団法人東京都スポーツ協会、区市

町村体育・スポーツ協会及び加盟団体に所属する者並びに公益社団法人東京都障害者スポーツ協会加

盟団体に所属する者を対象に、初級パラスポーツ指導員養成講習会を実施する。 

 

２ 主催 

  東京都、公益社団法人東京都障害者スポーツ協会、一般社団法人東京都スポーツ推進委員協議会 

 

３ 後援 

  公益財団法人日本パラスポーツ協会 

 

４ 日程・会場 

以下日程のうち、４日間（Ａ日程又はＢ日程）の参加とする。 

なお、台風などの荒天により、やむを得ず会場に集まることが困難な場合は、オンラインで実施す

る。 

日 程 Ａ日程 Ｂ日程 会 場 

令和８年７月 ４日（土） 〇 〇 南町スポーツ・文化交流センター 

きらっと（西東京市南町５－６－５） ７月 ５日（日） 〇  

７月18日（土） 〇  
中野区立総合体育館 

（中野区新井３－37－78） 
７月25日（土）  〇 

 ８月 ２日（日） 〇 〇 

 

５ 講習内容 

  別紙「公認パラスポーツ指導員基準カリキュラム 公認初級パラスポーツ指導員養成講習会」のと

おり 

 

６ 対象者 

  以下①～⑥のいずれかに該当する方で、既にパラスポーツの振興に関わっている方又はパラスポ

ーツに理解があり、今後パラスポーツの振興に積極的に取り組むことができる方。ただし、全日程（全

４日間）の全課程に参加できること。 

① 区市町村スポーツ所管部署職員（公立スポーツ施設職員及び指定管理者職員等を含む。） 

② スポーツ推進委員 

③ 地域スポーツクラブに所属する者 

④ 一般社団法人東京都レクリエーション協会の加盟団体に所属する者 

⑤ 公益財団法人東京都スポーツ協会、区市町村体育・スポーツ協会及び加盟団体に所属する者 

⑥ 公益社団法人東京都障害者スポーツ協会加盟団体に所属する者 

 

７ 定員 

60名 

定員については、今後の状況により変更になる場合がある。 

定員を超える申込みがあった場合は、各区市町村のパラスポーツ指導員の配置状況及び申込み時に

記載の活動状況等を参考に受講者を決定する。 



 

８ 受講料 

無料（テキスト代含む） 

ただし、本講習会の全課程を修了した者は、公益財団法人日本パラスポーツ協会公認パラスポーツ

指導員の登録申請として、申請・認定料 5,500円及び登録料 3,800円を要する。（次年度からは登録

料 3,800円のみを要する。）申請料等の振込先（手数料は受講者負担）については、講習期間中に説

明する。 

 

９ 申込方法 

各地区協議会（委員会）において、受講者を取りまとめの上、オンラインフォームから申し込む。 

申込みURL：https://logoform.jp/form/tmgform/1536991 

なお、申込事項に係る問合せ先は、以下のとおり。 

 

【申込事項問合せ先】 

公益社団法人東京都障害者スポーツ協会 初級講習会担当 

電 話：03-6265-6001 ＦＡＸ：03-6265-6077 

E-mail：chiiki-yousei@tsad.or.jp 

 

10 申込期限 

令和８年５月18日（月）必着 

 

11 受講決定 

令和８年６月１日（月）までに原則メールにて受講の可否を通知する。ただし、メールでの通知が

難しい者には郵送にて通知する。通知が届かない場合は、「14 スポーツ推進委員の受講に係る問合

せ先」まで連絡すること。 

 

12 服装及び持ち物 

（１）テキスト２冊（講習会初日に配布する。） 

（２）筆記用具 

（３）（実技実施日のみ）トレーニングウェア、室内用シューズ 

 

13 その他 

（１）Ａ日程及びＢ日程の２つの班に分かれて講義を行う。班分けについては、申込状況により調整す

る。 

（２）本講習会は、Ａ日程又はＢ日程の全４日間の全課程を修了できない者は未修了者となり、初級パ

ラスポーツ指導員の資格を取得することはできない。 

なお、講義の開始時間から10分以上の遅刻は、欠席扱いとなる場合がある。 

（３）本講習会で収集した個人情報については、本業務運営・報告に必要と認められる目的以外には利

用又は第三者に開示及び提供は行わない。 

（４）修了者に対して、その後の活動等に関するアンケート調査を実施することがある。 

（５）本講習会の修了者には、東京ポイント（500pt）を付与する。東京ポイントや東京都公式アプリ

の詳細は以下参考のとおり。 

参考：https://www.tokyoapp.metro.tokyo.lg.jp/#about 

 

14 スポーツ推進委員の受講に係る問合せ先 

一般社団法人東京都スポーツ推進委員協議会 

電 話：03-3340-5851 ＦＡＸ：03-3340-5852 

E-mail：tospokyo@rice.ocn.ne.jp  

https://logoform.jp/form/tmgform/1536991
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別紙 

公認パラスポーツ指導員基準カリキュラム 公認初級パラスポーツ指導員養成講習会 

（当日の日程表は、受講決定時に通知する。） 

 

領域 講習科目 時間 

人
間
力 

思考判断 
スポーツのインテグリティと指導者に求められる資質 １.５ 

パラスポーツの意義と理念 １.５ 

態度行動 

コミュニケーションスキルの基礎（※演習含む） １.５ 

障がいのある人との交流（※実技、実習可） １.５以上 

パラスポーツ推進の取り組み １.５ 

パラスポーツに関する諸施策 １.５ 

知
識
技
能 

共  通 安全管理 １.５ 

専  門 

各障がいの理解 ６以上 

各障がいのスポーツ指導上の留意点と工夫（※実技） ３以上 

全国障害者スポーツ大会の概要 １.５ 

時間数 ２１時間以上 

 


